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令和４年度和歌山県一般会計補正予算

令和 4 年度和歌山県の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 13,679,642千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 62 1 , 6 6 4 , 6 5 2千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算の補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為の補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は、「第 3 表 地方債の補正」による。
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　 第１表　歳入歳出予算の補正　 (歳　　入)

補 正 前 の 額

千円 千円 千円

款 項 補 正 額 計

5 地 方 交 付 税 178,900,000 1,024,912 179,924,912

7 分 担 金 及 び 負 担 金 1,182,747 172,220 1,354,967

1 地 方 交 付 税 178,900,000 1,024,912 179,924,912

9 国 庫 支 出 金 109,092,778 7,398,471 116,491,249

2 負 担 金 1,163,014 172,220 1,335,234

2 国 庫 補 助 金 73,103,176 5,653,754 78,756,930

1 国 庫 負 担 金 34,507,853 1,744,717 36,252,570

2 基 金 繰 入 金 7,658,977 415,439 8,074,416

12 繰 入 金 7,862,026 415,439 8,277,465

1 県 債 64,281,100 4,668,600 68,949,700

15 県 債 64,281,100 4,668,600 68,949,700

歳 入 合 計 607,985,010 13,679,642 621,664,652
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　 　　　　　　　　　　　　　　 (歳　　出)

補 正 前 の 額

千円 千円 千円

款 項 補 正 額 計

2 総 務 費 33,747,348 149,023 33,896,371

1 総 務 管 理 費 13,769,004 136,775 13,905,779

6 防 災 費 5,673,634 12,100 5,685,734

10 青 少 年 女 性 政 策 費 503,559 148 503,707

3 民 生 費 82,856,941 848,707 83,705,648

1 社 会 福 祉 費 63,602,163 830,599 64,432,762

2 児 童 福 祉 費 15,428,331 14,858 15,443,189

3 生 活 保 護 費 3,806,511 3,250 3,809,761

4 衛 生 費 38,676,482 565,450 39,241,932

1 公 衆 衛 生 費 29,059,914 45,812 29,105,726

2 環 境 衛 生 費 1,342,899 6,867 1,349,766

3 保 健 所 費 1,474,653 2,993 1,477,646

4 医 薬 費 5,766,002 509,778 6,275,780

5 労 働 費 1,242,908 1,306 1,244,214

2 職 業 訓 練 費 721,190 1,306 722,496

6 農 林 水 産 業 費 24,059,345 355,483 24,414,828

1 農 業 費 6,173,594 3,494 6,177,088

2 畜 産 業 費 557,852 1,950 559,802

5 水 産 業 費 3,024,719 339,376 3,364,095

6 試 験 研 究 費 1,578,515 10,663 1,589,178

7 商 工 費 92,880,889 439,596 93,320,485

2 工 鉱 業 費 6,006,209 439,596 6,445,805

8 土 木 費 74,130,160 11,107,811 85,237,971

2 道 路 橋 り よ う 費 42,339,703 6,963,568 49,303,271

3 河 川 海 岸 費 16,069,699 363,545 16,433,244

4 港 湾 費 5,747,207 2,754,098 8,501,305

5 都 市 計 画 費 4,684,866 1,026,600 5,711,466

9 警 察 費 28,716,059 79,509 28,795,568

1 警 察 管 理 費 24,879,089 68,599 24,947,688
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補 正 前 の 額

千円 千円 千円

款 項 補 正 額 計

2 警 察 活 動 費 3,836,970 10,910 3,847,880

4 高 等 学 校 費 21,731,944 61,176 21,793,120

10 教 育 費 109,346,952 132,757 109,479,709

6 社 会 教 育 費 2,562,027 42,252 2,604,279

5 特 別 支 援 学 校 費 11,303,590 29,329 11,332,919

歳 出 合 計 607,985,010 13,679,642 621,664,652
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 第２表　債務負担行為の補正

　 　１　追　　　加

限 度 額

千円 

1 令和5年度

2 令和5年度

3 令和5年度

4 令和5年度

5 令和5年度

6 令和5年度

7 令和5年度

8 令和5年度

9 令和5年度

10 令和5年度

11 令和5年度

12 令和5年度

13 令和5年度

14 令和5年度

15 令和5年度

16 令和5年度

17 令和5年度

18  自 令和4年度

 至 令和5年度

令和4年度油河谷川２砂防 (１年) 40,000

事 項 期 間

令和4年度柏谷川砂防 (１年) 40,000

令和4年度西川左支渓砂防 (１年) 40,000

令和4年度芋谷川砂防 (１年) 40,000

令和4年度久志之谷川砂防 (１年) 40,000

令和4年度中出谷川砂防 (１年) 40,000

令和4年度由良川右支渓砂防 (１年) 40,000

令和4年度東谷川砂防 (１年) 40,000

令和4年度芝中谷川砂防 (１年) 40,000

令和4年度陰地谷川砂防 (１年) 40,000

令和4年度新田谷川砂防 (１年) 40,000

令和4年度御講谷川砂防 (１年) 40,000

令和4年度日向谷川砂防 (１年) 40,000

令和4年度六十川砂防 (１年) 40,000

令和4年度かじ畑谷川砂防 (１年) 40,000

令和4年度猿川谷川砂防 (１年) 40,000

令和4年度平川猪ノ谷川砂防 (１年) 40,000

令和4年度南紀白浜空港管理（空
港用医療搬送車更新） (２年) 57,163
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第３表 地方債の補正

1 変 更

補 正 前

起 債 の 目 的

限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円 ％

公 共 港 湾 事 業 1,673,100 (1)借 入 先 5.0以内 公的資金につい

政府、銀行 ( ただし、利 ては、その融通条

又はその他 率見直し方式 件により、銀行そ

で借り入れる の他の場合にはそ

(2)借入時期 公的資金につ の債権者と協定す

令和 4 年度 いて利率の見 るものとする。

ただし、事業 直しを行った ただし、県財政

その他の都合 後においては､ の都合により、年

により起債額 当該見直し後 限変更、繰上償還

の全部又は一 の利率） 又は低利借換えす

部を後年度へ ることができる。

繰越して起債

することがで

きる。

(3)借入方法

普通貸借又

は債券発行

公 共 海 岸 事 業 1,195,800 以下同上 以下同上 以下同上

公共水産基盤事業 720,800

公共都市計画事業 618,500

公 共 道 路 事 業 18,436,600

防 災 対 策 事 業 305,300
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補 正 後

限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円 ％

3,196,000 (1)借 入 先 5.0以内 公的資金については、

政府、銀行又 ( ただし、利 その融通条件により、銀

はその他 率見直し方式 行その他の場合にはその

で借り入れる 債権者と協定するものと

(2)借入時期 公的資金につ する。

令和 4 年度 いて利率の見 ただし、県財政の都合

ただし、事業そ 直しを行った により、年限変更、繰上

の他の都合によ 後においては､ 償還又は低利借換えする

り起債額の全部 当該見直し後 ことができる。

又は一部を後年 の利率)

度へ繰越して起

債することがで

きる。

(3)借入方法

普通貸借又は

債券発行

1,337,000 以下同上 以下同上 以下同上

879,800

888,100

21,002,700

315,100
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令和４年度和歌山県立こころの医療センター事業会計補正予算

第１条 令和 4 年度和歌山県立こころの医療センター事業会計予算（以下「予算」という。）の補正予算

は、次に定めるところによる。

第２条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 病院事業収益 2,250,075千円 42,602千円 2,292,677千円

第２項 医 業 外 収 益 1,039,588千円 42,602千円 1,082,190千円

支 出

第１款 病院事業費用 2,043,958千円 42,602千円 2,086,560千円

第１項 医 業 費 用 1,990,732千円 42,602千円 2,033,334千円
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